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細
川
京
兆
家
・
河
内
義
就
流
畠
山
氏
・
大
和
国
を
め
ぐ
っ
て 

―
―

山

下

真
理
子

は
じ
め
に

明
応
の
政
変
で
幕
府
を
中
心
に
権
力
を
握
っ
た
管
領
細
川
政
元
死
後
、
そ
の
後
継
者
争
い
を
発
端
と
し
て
、
ひ
い
て
は
足
利
将
軍
の
跡

目
争
い
ま
で
発
展
し
、
畿
内
の
各
地
で
は
戦
乱
が
起
こ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
細
川
氏
後
継
者
争
い
の
中
で
三
好
氏
は
細
川
澄
元
―
晴
元

親
子
の
後
ろ
盾
と
な
り
、
天
文
一
八
年
（
一
五
四
九
）
の
江
口
の
戦
い
で
晴
元
を
追
放
後
戦
国
期
の
畿
内
に
お
い
て
権
力
を
握
る
こ
と
と

な
っ
た
。
当
時
の
三
好
政
権
は
、
畿
内
社
会
に
お
い
て
織
豊
政
権
に
先
駈
け
て
室
町
幕
府
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
プ
レ
統
一
政
権
と
言
及

さ
れ
る

（
１
）

。
し
か
し
、
三
好
氏
が
畿
内
に
お
い
て
権
力
基
盤
を
確
立
さ
せ
た
以
前
に
、
三
好
氏
と
同
じ
細
川
氏
被
官
の
立
場
で
あ
り
な
が
ら
、

権
力
化
を
は
か
ろ
う
と
し
た
人
物
が
い
た
。
そ
れ
が
今
回
と
り
あ
げ
る
木
沢
長
政
で
あ
る
。

木
沢
長
政
と
い
う
人
物
は
、天
文
年
間
に
河
内
義
就
流
畠
山
氏
の
畠
山
在
氏
と
細
川
京
兆
家
で
あ
る
細
川
晴
元
の
二
人
の
被
官
と
し
て
、

活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
。
元
々
木
沢
氏
は
応
仁
の
乱
以
後
分
裂
状
態
で
あ
っ
た
義
就
流
畠
山
氏
の
被
官
一
族
で
あ
っ
た

（
２
）

。
し
か
し
細
川
晴

元
被
官
で
あ
っ
た
木
沢
長
政
は
享
禄
四
年
（
一
五
三
一
）
も
う
一
人
の
主
君
で
あ
る
畠
山
義
堯
か
ら
二
度
飯
盛
城
を
攻
め
ら
れ
る
が
、
享

禄
五
年
（
一
五
三
二
）、
細
川
晴
元
の
下
に
い
た
木
沢
長
政
は
同
僚
で
あ
っ
た
三
好
元
長
を
滅
ぼ
す
と
、
元
長
に
味
方
を
し
た
畠
山
義
堯

一
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を
自
刃
に
追
い
込
ん
だ

（
３
）

。
そ
の
後
義
堯
の
弟
で
あ
る
在
氏
を
担
ぎ
、
天
文
一
一
年
（
一
五
四
二
）
三
月
に
亡
く
な
る
ま
で
、
河
内
で
の
実

権
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
い
た
。
木
沢
長
政
に
関
し
て
の
概
略
を
述
べ
た
が
、
彼
に
関
し
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
先
行
研
究
は
意
外
に
も
少

な
い
。
そ
も
そ
も
、
彼
自
身
を
主
体
と
し
て
扱
っ
た
論
考
は
皆
無
で
あ
り
、
義
就
流
畠
山
氏
の
被
官
と
し
て
の
活
動
を
と
り
あ
げ
ら
れ
る

の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

そ
の
現
状
を
と
り
あ
げ
る
と
、
木
沢
長
政
に
つ
い
て
弓
倉
弘
年
氏

（
４
）

は
、
長
政
が
以
前
の
畠
山
当
主
の
判
物
を
先
例
化
し
た
こ
と
で
、
河

内
国
で
の
守
護
権
力
を
掌
握
し
分
国
支
配
を
行
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
後
ほ
ど
再
び
触
れ
た
い
と
思

う
が
、
天
文
六
年
（
一
五
三
七
）
段
階
で
畠
山
在
氏
の
主
立
っ
た
被
官
が
木
沢
氏
で
あ
り
、
か
つ
守
護
代
家
に
相
当
し
た
遊
佐
氏
の
名
前

が
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
義
就
隆
畠
山
氏
内
で
の
実
権
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
を
さ
れ
た
。

小
谷
利
明
氏

（
５
）

は
本
願
寺
と
河
内
守
護
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、
そ
の
一
つ
に
木
沢
長
政
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
。
長
政
と
ラ
イ
バ
ル

関
係
に
あ
っ
た
政
長
流
畠
山
氏
側
の
守
護
代
で
あ
る
遊
佐
長
教
は
本
願
寺
と
対
立
姿
勢
を
示
す
一
方
で
、
河
内
国
本
願
寺
寺
院
の
還
住
問

題
に
つ
い
て
の
決
定
に
注
目
し
て
い
る
。
長
政
が
同
意
し
た
も
の
を
長
教
が
渋
っ
て
い
た
と
し
て
、
政
長
流
方
の
遊
佐
長
教
と
義
就
流
方

の
木
沢
長
政
の
勢
力
バ
ラ
ン
ス
を
崩
す
問
題
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
畠
山
氏
内
木
沢
氏
に
つ
い
て
の
動
向
に
限
ら
れ
る
。

細
川
側
に
お
い
て
の
活
動
と
し
て
、
天
野
忠
幸
氏
は
長
政
が
晴
元
体
制
下
の
「
御
前
衆
」
の
一
人
と
し
て
の
存
在
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
被
官
同
士
も
し
く
は
摂
津
国
人
等
で
縁
戚
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
組
織
と
在
地
の
結
び
つ
き
が
強
固
さ
れ
、
長
政
は
そ
の
一

部
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る

（
６
）

。
し
か
し
晴
元
下
の
長
政
の
実
質
的
な
活
動
に
つ
い
て
も
今
ま
で
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
彼
の

動
向
が
詳
し
い
『
天
文
日
記
』
等
か
ら
大
和
国
に
お
い
て
の
事
績
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
未
だ
自
治
体
史
で
概
説
的
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
当
時
の
中
枢
機
関
・
諸
勢
力
と
関
わ
り
を
も
っ
た
長
政
の
動
向
研
究
は
戦
国
期
畿
内
社
会
が
形
成
さ
れ
る

過
程
を
検
討
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、
長
政
の
活
動
が
活
発
に
な
る
天
文
期
の
長
政
の
動
向
に
つ
い
て
、
河
内
義
就

流
畠
山
氏
・
細
川
晴
元
・
大
和
国
の
三
点
に
注
目
す
る
。
長
政
の
動
向
を
踏
ま
え
た
上
で
、
多
方
面
で
活
動
を
し
た
彼
の
動
向
に
つ
い
て

検
討
し
、
そ
の
動
向
は
後
の
三
好
政
権
に
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
の
か
を
考
え
た
い
。

二
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第
一
章　

河
内
義
就
流
畠
山
氏
で
の
活
動

長
政
の
天
文
期
の
活
動
と
し
て
は
、ま
ず
は
じ
め
に
述
べ
た
と
お
り
、弓
倉
弘
年
氏
・
小
谷
利
明
氏
で
長
政
の
活
動
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

中
で
も
弓
倉
弘
年
氏
は
、
木
沢
長
政
の
評
価
と
し
て
河
内
で
の
活
動
か
ら
家
格
的
に
は
守
護
代
家
で
は
な
い
長
政
が
、
細
川
晴
元
の
支

援
を
受
け
て
、
義
就
流
畠
山
氏
内
で
の
実
権
を
掌
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
代
々
の
河
内
守
護
で
あ
る
畠
山
氏
に

代
わ
っ
て
河
内
の
守
護
へ
の
就
任
を
望
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
言
及
し
て
い
る
。

ま
た
戦
国
期
河
内
の
公
権
力
者
で
あ
る
畠
山
氏
が
発
給
さ
れ
た
文
書
を
通
し
て
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
た
か
を
検
討
し
た
矢
田
俊
文

（
７
）

氏

は
、
守
護
代
で
あ
る
長
政
と
遊
佐
順
盛
の
保
証
効
力
が
認
め
ら
れ
る
文
書
例

（
８
）

を
と
り
だ
し
、
守
護
発
給
の
文
書
の
み
な
ら
ず
、
受
給
者
側

が
守
護
代
が
発
給
す
る
文
書
を
欲
す
る
こ
と
で
、
守
護
発
給
文
書
単
独
で
は
権
利
が
保
障
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
当
時
は
守

護
代
発
給
文
書
と
守
護
発
給
文
書
が
そ
ろ
う
こ
と
で
は
じ
め
て
効
力
が
発
揮
さ
れ
た
こ
と
を
言
及
し
て
い
る
。

先
行
研
究
で
は
河
内
守
護
代
で
あ
っ
た
木
沢
長
政
が
守
護
で
あ
る
こ
と
を
望
む
反
面
、
実
質
は
河
内
国
内
で
守
護
・
守
護
代
両
方
の
権

限
が
以
前
よ
り
重
要
視
さ
れ
て
い
た
た
め
、
必
ず
し
も
河
内
支
配
が
長
政
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
把
握
で
き
る
。

本
章
で
は
、
先
行
研
究
で
検
討
さ
れ
た
畠
山
氏
で
の
長
政
の
活
動
を
確
認
し
つ
つ
、
次
章
で
述
べ
ら
れ
る
他
活
動
の
比
較
検
討
の
一
端

と
し
た
い
。
ま
た
、
長
政
以
外
の
木
沢
氏
の
活
動
に
も
注
目
し
た
い
と
思
う
。

一
　
木
沢
氏
の
出
自

ま
ず
河
内
で
の
活
動
を
確
認
す
る
前
に
、
木
沢
氏
の
出
自
に
触
れ
た
い
と
思
う
。
木
沢
氏
は
元
来
よ
り
畠
山
氏
の
被
官
と
し
て
存
在
し

た
一
族
で
あ
る
。
弓
倉
氏
の
に
よ
る
畠
山
氏
紀
伊
支
配
に
関
わ
っ
た
内
衆
の
研
究
に
よ
る
と
、
木
沢
氏
の
姿
が
確
認
さ
れ
て
い
る

（
９
）

。
応
永

一
四
年
（
一
四
〇
七
）
八
月
二
六
日
付
「
畠
山
満
慶
施
行
状
案）

（（
（

」
に
木
沢
兵
庫
助
入
道
善
堯
と
い
う
人
物
の
確
認
さ
れ
、
在
京
奉
行
人
と

し
て
活
動
を
し
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
は
応
永
二
六
年
（
一
四
一
九
）
八
月
三
日
付
「
畠
山
満
家
奉
行
人
連
署
奉
書

三
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案）
（（
（

」
で
も
遊
佐
国
盛
と
と
も
に
木
沢
蓮
因
と
い
う
人
物
も
在
京
奉
行
人
で
あ
る
と
確
認
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
木
沢
長
政
の
血
縁
と
考
え

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
長
政
は
義
就
流
畠
山
氏
の
守
護
代
で
あ
る
と
言
及
さ
れ
る
が
、
遊
佐
氏
の
よ
う
に
守
護
代
の
立
場
と
し
て
、
活
動
を

行
っ
て
い
た
経
歴
は
な
い
。
守
護
代
に
就
任
す
る
者
の
多
く
は
守
護
の
同
族
か
内
衆
と
称
さ
れ
る
直
臣
か
ら
選
出
さ
れ
る
。
畠
山
氏
の
場

合
、守
護
代
は
遊
佐
氏
及
び
神
保
氏
に
よ
っ
て
世
襲
さ
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
。
し
か
し
長
政
の
時
期
に
入
り
畠
山
在
氏
を
擁
立
し
た
こ
と
、

ま
た
代
々
世
襲
し
た
遊
佐
氏
の
名
前
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
守
護
代
と
し
て
一
変
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
章
か
ら
、
義
就
流
畠
山
氏
内

の
木
沢
長
政
の
動
向
を
確
認
し
て
い
く
。

二
　
義
就
流
畠
山
氏
内
の
木
沢
長
政

そ
れ
で
は
次
に
、
天
文
期
に
お
い
て
の
義
就
流
畠
山
氏
内
で
の
長
政
の
活
動
を
確
認
し
た
い
。
当
時
畠
山
氏
は
義
就
流
畠
山
氏
と
政
長

流
畠
山
氏
の
二
系
統
に
分
裂
し
て
い
た
。
義
就
流
畠
山
氏
は
畠
山
義
堯
死
後
、
畠
山
在
氏
が
跡
目
を
継
ぎ
、
飯
盛
山
城
に
拠
点
を
置
い

て
い
た
。
一
方
政
長
流
畠
山
氏
は
、
当
主
が
畠
山
稙
長
で
あ
っ
た
が
、
天
文
三
年
（
一
五
三
二
）
遊
佐
長
教
等
が
稙
長
を
追
放
し
畠
山

長
経
を
擁
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
長
経
の
在
留
期
間
は
短
っ
た
よ
う
で
、
畠
山
晴
煕
が
総
領
名
代
を
勤
め
た
後
、
天
文
七
年

（
一
五
三
七
）
に
は
畠
山
弥
九
郎
が
家
督
と
し
て
高
屋
城
に
入
っ
て
い
る）

（（
（

。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
河
内
の
状
態
を
、
今
谷
明
氏
は
河
内
を
南

北
で
分
権
す
る
「
半
国
守
護
体
制
」
と
示
さ
れ
た
が）

（（
（

、
後
に
弓
倉
氏
は
こ
れ
の
批
判
と
し
て
政
長
流
方
の
遊
佐
長
教
と
木
沢
長
政
と
の
共
謀

に
よ
り
義
就
流
・
政
長
流
の
両
方
で
統
治
を
す
る
「
河
内
半
国
体
制
」
が
と
ら
れ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る）

（（
（

。
木
沢
長
政
は
そ
の
中
で
義
就

流
畠
山
氏
に
入
り
、
畠
山
在
氏
を
擁
し
て
専
横
化
を
し
て
い
る
。
そ
れ
が
確
認
で
き
る
史
料
と
し
て
次
の
よ
う
な
文
書
が
あ
げ
ら
れ
る
。

【
史
料
一
】
畠
山
氏
継
目
判
物
礼
銭
注
文）

（（
（

御
屋
形
様
継
目
御
判
礼
銭
注
文

参
貫
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

飯
盛

　

御（

在

氏

）

屋
形
様
小
次
郎
殿 

四
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壱
貫
文
御
屋
形
様
御
奉
行　
　
　
　
　
　
　
　

平
若
狭
守

壱
貫
文
同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
口
殿

壱
貫
文
同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
沢
中
務
殿

壱
貫
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
沢
左
近
大
夫
入
道
殿

浮
泛
ノ

事
也
、 

□
（
壱
）

貫
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
沢
左（

長

政

）

京
亮
殿

弐
貫
文
是
者
取
継　
　
　
　
　
　
　
　
　

窪
田
豊
前
入
道
殿

以
上
合
拾
貫
文

文
殊
院
年
預
之
時

天
文
六
年

丁酉

十
一
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　

宥
盛

右
の
史
料
に
よ
る
と
、
義
就
流
畠
山
氏
の
観
心
寺
が
継
目
判
物
を
も
ら
っ
た
事
に
よ
る
礼
銭
対
象
者
の
一
覧
で
あ
る
が
、
こ
の
礼
銭
を

受
け
取
る
ほ
と
ん
ど
の
人
物
が
木
沢
姓
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
こ
の
中
で
取
継
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
窪
田
豊
前
入
道
も
長

政
の
与
力
衆
の
一
人
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り）

（（
（

、
当
主
で
あ
る
在
氏
を
除
く
、
半
数
以
上
が
木
沢
長
政
の
身
内
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま

た
、
木
沢
長
政
は
独
自
で
判
物
を
発
給
し
て
い
る
。
そ
れ
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

【
史
料
二
】
木
沢
長
政
書
下）

（（
（

河
内
国
勧
心
寺
領
同
七
郷
地
頭
領
家
事
、
雖
為
半
済
、
悉
被
還
附
訖
、
然
上
者
、
下
司
公
文
職
、
同
諸
散
在
共
、
以
全
被
領
知
、
段

銭
以
下
臨
時
課
役
并
検
断
等
、
任
御
代
々
御
判
旨
、
被
免
除
之
条
、
弥
無
相
違
、
被
寺
務
、
国
家
安
全
可
被
抽
懇
祈
之
状
如
件
、

天
文
元十

一
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　

長
政
（
花
押
）

五
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観
心
寺
衆
僧
御
中

と
い
う
内
容
を
観
心
寺
へ
送
っ
て
い
る
。
従
来
観
心
寺
へ
は
畠
山
氏
及
び
守
護
代
で
あ
る
遊
佐
氏
が
発
給
し
て
お
り
、
木
沢
氏
は
こ
れ
以

前
よ
り
観
心
寺
へ
段
銭
等
の
免
除
の
内
容
を
送
っ
た
こ
と
は
な
い
。
ま
た
書
止
文
言
か
ら
「
下
知
」
や
「
執
達
」
な
ど
が
使
わ
れ
ず
、
独

自
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
弓
倉
氏
は
こ
の
史
料
に
つ
い
て
さ
ら
に
「
任
御
代
々
御
判
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
畠
山

氏
の
立
場
を
継
承
し
分
国
支
配
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
史
料
が
確
認
さ
れ
る
。

【
史
料
三
】
木
沢
長
政
施
行
状）

（（
（

河
内
国
天
野
山
金
剛
寺
領
事
、
任
代
々
宣
旨
院
宣
手
継
証
文
旨
、
令
免
除
四
至
内
田
畠
山
野
以
下
諸
当
官
物
并
国
役
臨
時
之
雑
事
闕

所
検
断
等
、
禁
断
殺
生
、
可
致
寺
家
領
知
由
、
任　
　

御
判
旨
、
知
行
不
可
相
違
者
也
、
仍
状
如
件
、

天
文
六
年

丁酉

十
二
月
十
三
日　
　
　

長
政 （
花
押 

）

金
剛
寺
年
年
預
御
坊

右
の
史
料
は
、
河
内
国
内
の
金
剛
寺
へ
長
政
か
ら
送
ら
れ
た
施
行
状
で
あ
る
が
、
弓
倉
氏
は
天
文
元
年
の
【
史
料
二
】
の
「
任
御
代
々
御

判
」
と
天
文
六
年
【
史
料
三
】
の
「
任
御
判
旨
」
と
い
う
文
言
の
変
化
に
注
目
し
、「
御
代
々
」
が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
長
政
が
現
当
主

で
あ
る
畠
山
在
氏
の
判
物
に
よ
る
安
堵
と
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。【
史
料
一
】
天
文
六
年
以
降
は
木
沢
長
政
は
在
氏
を
守
護
と
し
て
、

自
ら
は
守
護
代
家
権
力
を
掌
握
し
、
そ
の
上
で
長
政
主
導
の
支
配
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

三
　
木
沢
浮
泛
に
つ
い
て

前
節
で
は
、
畠
山
在
氏
の
被
官
人
の
内
訳
や
長
政
に
関
す
る
判
物
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
の
検
討
の
下
確
認
を
行
な
っ
た
。
た
だ
し
、

六
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長
政
の
他
に
木
沢
氏
で
独
自
の
判
物
を
発
給
を
し
た
人
物
が
い
る
こ
と
を
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
木
沢
長
政
の
父
、浮
泛
で
あ
る
。

以
前
の
【
史
料
一
】
か
ら
木
沢
浮
泛
と
い
う
人
物
が
確
認
で
き
る
と
思
う
が
、
畠
山
在
氏
被
官
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
浮
泛
に
つ
い
て

も
あ
わ
せ
て
確
認
し
た
い
と
思
う
。

【
史
料
四
】
木
沢
浮
泛
折
紙）

（（
（

河
内
国
勧
心
寺
七
郷
地
頭
領
家
両
職
之
事
、
任
御
代
々
御
判
之
旨
并
長
政
一
行
、
不
可
有
相
違
之
状
如
件
、

天
文
六
年
十
一
月
十
三
日　
　
　
　
　
　

沙
弥
浮
泛

観
心
寺

年
行
事

浮
泛
と
い
う
人
物
は
、
本
願
寺
の
証
如
が
著
し
た
『
天
文
日
記
』
に
も
た
び
た
び
登
場
し
、
天
文
九
年
七
月
に
長
政
か
ら
義
絶
さ
れ
て
い

る）
（（
（

人
物
で
あ
る
が
、
観
心
寺
宛
の
浮
泛
か
ら
数
通
の
判
物
が
発
給
さ
れ
て
い
る
。
右
の
判
物
は
「
任
御
代
々
御
判
之
旨
并
長
政
一
行
」
と
記

さ
れ
、
以
前
の
畠
山
氏
の
判
物
と
長
政
の
一
行
が
間
違
い
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
矢
田
俊
文
氏
は
こ
の
浮
泛
の
文
書
に
対
し
て
遊
佐
就

盛
の
文
書）

（（
（

を
一
方
に
事
例
を
出
し
、
浮
泛
の
「
長
政
一
行
」
を
長
政
が
守
護
代
で
あ
る
も
の
に
よ
る
保
証
と
し
て
判
断
し
た
。
一
方
で
小
谷

利
明
氏
も
守
護
代
で
な
い
浮
泛
が
こ
の
よ
う
な
文
書
を
出
し
た
こ
と
に
注
目
し
、
畠
山
氏
の
遵
行
体
制
の
変
化
が
成
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
さ

れ
て
い
る）

（（
（

。
し
か
し
、【
史
料
四
】
を
確
認
す
る
と
、代
替
わ
り
が
確
認
で
き
る
【
史
料
一
】
と
同
じ
年
月
日
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
任
御
代
々

判
物
并
長
政
一
行
」
と
あ
り
、
何
故
在
氏
の
「
御
判
」
で
な
く
「
御
代
々
判
物
」
を
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
で
弓
倉
氏
の
在
氏
判
物

に
よ
る
安
堵
の
指
摘
を
則
り
、【
史
料
四
】
の
浮
泛
の
文
面
に
注
目
し
た
い
。
代
替
わ
り
の
判
物
を
も
ら
っ
た
直
後
に
現
当
主
の
判
物
で
な

く
以
前
の
当
主
が
発
給
し
た
「
御
代
々
御
判
」
と
「
長
政
一
行
」
が
間
違
い
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
、
現
当
主

在
氏
の
「
御
判
」
を
示
さ
な
い
矛
盾
が
生
じ
る
。
一
方
で
同
じ
内
容
に
対
し
、
在
氏
も
安
堵
状
を
同
じ
年
月
日
に
出
し
て
い
る
。

七
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【
史
料
五
】
天
文
六
年
十
一
月
十
三
日
付
「
畠
山
在
氏
安
堵
状）

（（
（

」

（『
観
心
寺
文
書
』、『
大
日
本
古
文
書
』
家
分
け
第
六
、二
三
四
号
）

河
内
国
観
心
寺
領
同
国
観
心
寺
七
郷
地
頭
領
家
両
職
半
分
事
、
任
代
々
支
証
并
当
知
行
旨
、
領
掌
不
可
有
相
違
之
状
如
件
、

天
文
六
年
十
一
月
十
三
日　
　
　
　
　
　

在
氏
（
花
押
）

観
心
寺

年
行
事

【
史
料
五
】
は
「
観
心
寺
七
郷
地
頭
領
家
両
職
半
分
」
を
認
め
る
文
言
と
な
っ
て
お
り
、【
史
料
四
】
と
比
べ
、「
半
分
」
の
違
い
が
あ
る
。

お
そ
ら
く
「
半
分
」
は
半
済
を
指
す
か
と
思
わ
れ
る
が
、
浮
泛
は
半
済
を
認
め
る
権
限
ま
で
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
浮
泛
が
何
故
現
当
主
の
「
御
判
」
と
記
さ
ず
、
以
前
の
畠
山
当
主
が
調
え
た
「
御
代
々
御
判
」
と
「
長
政
一
行
」
で
記
し
た
の
だ
ろ
う

か
。【
史
料
一
】の
木
沢
長
政
の
文
書
を
確
認
し
、木
沢
氏
独
自
の
保
証
を
在
氏
の
安
堵
状
と
併
せ
て
改
め
て
行
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
方
浮
泛
の
数
少
な
い
行
動
と
し
て
次
の
よ
う
な
史
料
が
見
ら
れ
る
。

【
史
料
六
】
『
天
文
日
記
』
天
文
七
年
一
月
二
十
一
日
条

木
沢
申
と
て
、
自
中
坊
若
井
方
へ
河
州
両
寺
還
住
事
浮
泛
ニ
申
聞
候
間
、
可
有
帰
寺
由
申
候
、
畠
山
右
衛
門
督
へ
小
次
郎
事
也
就
還
住

之
儀
、
太
刀
、
馬
代
遣
候
て
可
然
之
由
、
依
木
沢
意
見
今
日
遣
候
、
使
藤
井
也
、（
後
略
）、

右
の
史
料
は
、
河
内
国
に
あ
る
久
宝
寺
と
出
口
の
あ
る
寺
院
の
還
住
に
つ
い
て
以
前
長
政
に
尋
ね
た
件
の
返
答
で
あ
る
。「
河
州
両
寺

還
住
事
浮
泛
ニ
申
聞
候
間
」
と
在
氏
側
で
の
協
議
で
は
木
沢
浮
泛
が
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
意
見
と
し
て
浮
泛
は

還
住
は
妥
当
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
聞
き
、
本
願
寺
に
対
し
て
還
住
に
つ
い
て
は
在
氏
に
太
刀
と
馬
代
を
遣
わ
す
よ
う
手
配
す
る
の
が
い

八
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い
だ
ろ
う
と
意
見
を
述
べ
て
い
る
。こ
の
よ
う
に
浮
泛
は
在
氏
の
周
辺
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
ら
れ
る
立
場
だ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

ま
た
【
史
料
一
】
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
役
職
は
明
確
に
書
か
れ
て
い
な
い
が
浮
泛
も
礼
銭
を
も
ら
っ
て
い
る
立
場
に
あ
り
、
在
氏
の

側
に
あ
っ
て
長
政
の
代
理
で
あ
る
だ
ろ
う
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
小
谷
氏
は
、
遵
行
体
制
の
変
化
と
捉
え
て
い
る
が
、【
史
料
五
】
の
在

氏
判
物
が
あ
る
以
上
、
畠
山
氏
の
枠
組
み
を
飛
び
越
え
た
木
沢
氏
の
独
自
の
保
証
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
方
で
長

政
だ
け
で
は
な
く
浮
泛
が
発
給
し
て
い
る
文
書
に
関
し
て
も
見
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

小
括

木
沢
氏
は
天
文
年
間
よ
り
在
氏
を
守
護
と
し
て
、【
史
料
三
】
の
よ
う
に
在
氏
の
「
御
判
」
を
則
り
な
が
ら
守
護
代
と
し
て
確
立
し
、

義
就
流
畠
山
氏
の
家
中
で
実
権
を
握
っ
て
い
た
。
河
内
領
国
内
の
観
心
寺
や
金
剛
寺
へ
独
自
の
判
物
が
確
認
さ
れ
る
一
方
、
在
氏
が
正
式

に
観
心
寺
に
対
し
て
継
目
証
文
を
出
す
際
に
、
浮
泛
を
使
っ
て
【
史
料
一
】
の
再
確
認
し
て
【
史
料
四
】
で
再
び
木
沢
氏
の
保
証
確
認
を

行
っ
て
い
る
。
在
氏
を
当
主
と
し
て
掲
げ
て
は
い
る
が
、
守
護
で
あ
る
畠
山
氏
の
保
証
で
は
な
く
、
木
沢
氏
の
独
自
の
保
証
を
行
っ
て
い

る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
河
内
国
内
で
保
証
さ
れ
た
受
給
者
側
も
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
た
。
木
沢
氏
は
守
護
代
と
し
て
天
文
六

年
時
期
に
在
氏
を
支
え
た
が
、
一
方
で
父
浮
泛
を
利
用
し
義
就
流
畠
山
氏
と
は
別
の
保
証
を
確
立
さ
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
章　

細
川
京
兆
家
で
の
活
動

天
文
期
の
京
兆
家
当
主
で
あ
る
人
物
は
細
川
晴
元
に
当
た
る
。細
川
政
元
が
病
没
し
て
以
降
細
川
京
兆
家
は
家
督
相
続
に
混
乱
を
極
め
、

細
川
高
国
と
晴
元
が
そ
の
座
を
巡
り
争
っ
て
い
た
。
木
沢
長
政
は
細
川
晴
元
と
関
係
を
も
っ
て
い
た
が
、
晴
元
以
前
に
細
川
高
国
と
も
関

係
を
持
っ
て
い
た
。

九
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【
史
料
七
】
『
二
水
記
』
享
禄
三
年
（
一
五
三
〇
）
一
二
月
十
八
日
条

十
八
日
、 （
中
略
）、
木（

長
政
）沢

畠者

山
彼

（
被
）

官
人
也
、
而
依
令
害
遊
座佐

歟出
奔
、
其
後
為
常

（
細
川
髙
国
）

桓
彼

（
被
）

官
人
之
分
、
今
度
河
内
国
於
所
々
有
武
勇
之
誉
、

而
称
有
述
懐
、
又
近
日
境

（
堺
）

六
（
細
川
晴
元
）

郎
為
彼

（
被
）

官
云
々
、
言
語
道
断
、
無
所
存
之
由
各
笑
之
、 （
後
略
）

こ
の
史
料
に
よ
る
と
、
木
沢
長
政
は
畠
山
の
被
官
人
で
あ
る
が
、
遊
佐
某
を
生
害
し
た
後
に
細
川
高
国
の
被
官
と
な
っ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
河
内
国
で
戦
功
を
た
て
、
最
近
で
は
細
川
晴
元
の
被
官
と
な
っ
た
と
噂
さ
れ
て
い
る
。
享
禄
三
年
一
二
月
以
前
の
長
政
は

畠
山
の
被
官
か
ら
高
国
の
下
へ
転
身
し
て
い
る
が
、
そ
の
当
時
の
長
政
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
史
料
が
な
い
た
め
詳
ら
か
で
は
な
い
。
右

の
史
料
は
噂
の
一
端
で
は
あ
る
が
、
周
囲
か
ら
は
こ
の
頃
よ
り
高
国
か
ら
晴
元
へ
所
属
を
移
し
た
と
見
て
取
ら
れ
て
い
る
。
享
禄
五
年

（
一
五
三
二
）
に
は
、
晴
元
と
敵
対
関
係
で
あ
っ
た
三
好
元
長
を
本
願
寺
一
向
宗
に
助
力
を
乞
い
滅
ぼ
し
て
い
る）

（（
（

。
さ
ら
に
は
晴
元
と
敵

対
し
、
元
長
に
協
力
を
求
め
た
畠
山
義
堯
に
攻
め
ら
れ
る
が
、
自
刃
に
ま
で
追
い
込
ん
で
い
る
。
天
文
期
に
入
る
と
、
晴
元
の
下
で
の
活

動
が
徐
々
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
合
戦
の
面
で
は
『
細
川
両
家
記
』
や
『
足
利
季
世
記
』
等
の
軍
記
物
で
活
躍
は
見
ら
れ
る
が
、

一
方
で
特
に
対
本
願
寺
の
面
で
長
政
の
行
動
は
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
様
子
を
本
願
寺
側
の
史
料
か
ら
確
認
し
た
い
。

一
　
細
川
・
本
願
寺
間
を
繋
ぐ
木
沢
長
政

さ
て
、
本
願
寺
に
お
け
る
木
沢
長
政
の
行
動
の
一
端
と
し
て
以
前
の
管
領
で
あ
っ
た
細
川
政
元
の
仏
事
に
際
し
、
次
の
よ
う
な
行
動
を

し
て
い
た
。

【
史
料
八
】
『
天
文
日
記
』
天
文
八
年 

（
一
五
三
九 

）
六
月
廿
一
日
条

細（
晴
元
）川

へ
、
就
大（

細
川
政
元
）

心
院
卅
三
回
、
被
執
行
七
日
仏
事
由
候
間
、
為
香
奠
、
以
書
状
千
疋
遣
之
、
此
通
昨
日
木
沢
へ
申
遣
之
、
直
ニ
彼
人

書
札
上
之
候
、

一
〇
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右
の
史
料
か
ら
筆
者
で
あ
る
本
願
寺
の
証
如
か
ら
細
川
政
元
三
三
回
忌
の
七
日
仏
事
に
対
し
て
晴
元
へ
香
典
を
送
ろ
う
と
し
た
こ
と
が

わ
か
る
。そ
れ
を
木
沢
長
政
を
通
し
て
晴
元
へ
渡
す
よ
う
話
を
通
し
て
い
る
。享
禄
五
年
に
元
長
を
滅
ぼ
す
た
め
に
、晴
元
は
本
願
寺
を
頼
っ

た
が
、
そ
の
後
す
ぐ
に
晴
元
と
対
立
後
、
本
拠
で
あ
っ
た
山
科
本
願
寺
を
六
角
定
頼
・
法
華
衆
門
徒
等
に
燃
や
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
天
文
二
年

六
月
頃
に
は
晴
元
と
和
睦
し）

（（
（

、
以
後
長
政
等
の
被
官
達
を
仲
介
者
と
し
て
挟
ん
で
友
好
的
な
関
係
を
築
い
て
い
る
。
ま
た
、
長
政
自
身
も

本
願
寺
と
の
間
で
河
内
ま
た
は
大
和
に
対
し
て
の
介
入
も
あ
る
た
め
、
密
接
な
繋
が
り
が
存
在
す
る
。
晴
元
の
仲
介
者
と
し
て
こ
れ
き
り

で
終
わ
る
こ
と
な
く
、
さ
ら
に
は
摂
津
国
闕
郡
の
問
題
に
対
し
て
長
政
が
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
一
連
の
問
題
に
関
し
て
見
て
い
き
た
い
。

【
史
料
九
】
『
天
文
日
記
』
天
文
七
年
（
一
五
三
八
）
五
月
一
〇
日
条

従
山
中
藤
左
衛
門
方
、
闕
郡
徳
政
事
、
自
細
川
被
申
候
間
、
申
付
候
條
、
啓
案
内
之
由
、
以
眞
壁
新
介
申
越
候
、
先
可
申
聞
之
由
、

申
さ
せ
て
返
候
、

【
史
料
一
〇
】
『
天
文
日
記
』
天
文
七
年
五
月
一
四
日
条

細
川
へ
徳
政
事
以
木
沢
申
候
、
就
其
制
札
、
諸
公
事
免
許
候
段
申
遣
候
、
又
政
元
、
澄
元
制
札
見
せ
候
、

【
史
料
一
一
】
『
天
文
日
記
』
天
文
七
年
八
月
二
一
日
条

細
川
へ
為
制
札
之
礼
、
一
腰
三
千
疋
添
書
状
、
以
八
尾
新
四
郞
上
候
、
木
沢
添
状
あ
り
、
古
沢

（
津
カ
）取

次
候
、
為
礼
五
百
疋
遣
候
、
木
沢

意
見
也
、
茨
木
へ

書
出
之

候
也
、

為
礼
一
腰
、
馬
代
遣
候
、
是
も
意
見
也
、
何
も
使
八
尾
也
、

【
史
料
九
】で
は
山
中
藤
左
衛
門）

（（
（

か
ら
闕
郡
内
で
の
徳
政
に
関
し
て
晴
元
よ
り
承
っ
た
の
で
と
連
絡
を
し
て
い
る
。
さ
ら
に
四
日
後
、【
史

料
一
〇
】
で
は
木
沢
長
政
を
仲
介
し
て
諸
公
事
は
免
許
し
て
ほ
し
い
返
事
を
伝
え
、
以
前
に
出
さ
れ
た
細
川
政
元
・
澄
元
時
期
の
制
札
を

一
一
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見
せ
て
い
る
。
そ
の
後
細
川
の
制
札
に
関
し
て
の
や
り
と
り
は
滞
り
な
く
進
み
、
新
た
に
制
札
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。【
史
料
一
一
】

の
三
ヶ
月
後
に
は
、
本
願
寺
は
細
川
晴
元
へ
制
札
の
礼
と
し
て
、
太
刀
「
一
腰
」
と
「
三
千
疋
」
を
書
状
を
添
え
て
送
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
は
、
取
次
を
し
た
古
津
元
幸
や
制
札
の
書
出
を
し
た
茨
木
長
隆
へ
御
礼
を
送
っ
て
い
る
。
何
れ
も
木
沢
長
政
が
意
見
し
た
こ
と
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
晴
元
並
び
に
そ
の
周
囲
の
被
官
人
達
の
対
応
に
つ
い
て
本
願
寺
側
は
長
政
を
信
頼
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
長
政
は
本
願
寺
と
細
川
晴
元
を
繋
ぐ
仲
介
者
と
し
て
活
動
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

二
　
晴
元
被
官
の
影
響
に
よ
る
交
渉
の
広
が
り

前
節
で
細
川
晴
元
と
本
願
寺
間
の
仲
介
者
で
あ
る
木
沢
長
政
に
触
れ
た
が
、
そ
の
延
長
上
で
晴
元
だ
け
で
な
く
、
そ
の
仲
介
交
渉
は
幕

府
へ
と
広
が
っ
て
い
っ
た
。
次
の
記
録
は
、
加
賀
国
の
自
治
権
を
も
つ
本
願
寺
に
頼
る
京
都
通
玄
寺
の
文
の
や
り
と
り
で
あ
る
。

【
史
料
一
二
】
『
天
文
日
記
』
天
文
五
年
十
月
十
七
日
条

通
玄
寺
殿
よ
り
御
文
并
細
川
、
又
長
政
書
札
到
来
候
、
此
儀
者
先
日
被
仰
候
味
智
郷
之
事
、
上
意
へ
御
申
候
へ
バ
、
御
□

（
心
）

な
き
よ
し

被
仰
と
て
候
、
然
者
彼
郷
之
事
上
意
へ
御
申
半
候
間
申
付
候 

へ
、
従
細
川
可
申
達
由
被
申
候
と
被
仰
候
、

右
の
史
料
は
、
通
玄
寺
の
文
と
晴
元
・
長
政
よ
り
書
札
が
到
来
し
、
そ
の
内
容
は
加
賀
国
味
智
郷
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
。
加
賀
国
味

智
郷
と
は
、
石
山
郡
七
郷
の
内
の
一
つ
で
あ
り
、
南
北
朝
期
で
は
、
保
善
寺
領
で
あ
る
と
記
さ
れ
る
。
応
永
四
年 

（
一
三
九
七
）
を
境
に

通
玄
寺
領
に
転
じ
、
問
題
で
あ
る
当
時
は
代
官
を
務
め
て
い
た
白
山
本
宮
と
公
用
銭
に
関
す
る
相
論
を
起
こ
し
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た）

（（
（

。

こ
の
問
題
は
以
前
よ
り
本
願
寺
が
将
軍
へ
取
り
な
し
を
頼
ん
で
お
り
、
そ
の
間
に
細
川
晴
元
・
木
沢
長
政
が
介
入
し
て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
ま
た
、
長
政
は
本
願
寺
間
の
み
な
ら
ず
、
一
方
で
関
係
を
も
っ
た
大
和
へ
も
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
る
。

一
二
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【
史
料
一
三
】
天
文
五
年
閏
十
月
六
日
付
「
木
沢
長
政
書
状）

（（
（

」

就
戒
重
御
成
敗
之
義
、
為
上
意
被
御
下
知
、
重
被
仰
出
候
、
聊
以
不
存
疎
略
候
、
於
始
末
者
、
猶
中
坊
美
作（

英
裕
）法

橋
房
江
、
加
談
合
可

申
入
候
、
委
曲
御
私
設
へ
令
申
趣
、
宜
令
披
露
給
候
、
恐
々
謹
言
、

壬
十
月
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
政
（
花
押
）

興
福
寺

供
目
代
御
房

御
返
報

こ
れ
は
当
時
戒
重
左
近
将
監
と
い
う
人
物
が
、
現
在
の
奈
良
県
桜
井
市
に
あ
っ
た
大
仏
供
上
庄
を
差
し
押
さ
え
た
た
め
に
、
興
福
寺
側

は
戒
重
氏
を
寺
敵
と
し
て
捉
え
、
こ
れ
を
罰
し
よ
う
と
し
て
い
た）

（（
（

。
そ
し
て
右
の
よ
う
な
書
状
の
よ
う
に
、
戒
重
氏
を
「
上
意
」、
つ
ま

り
幕
府
の
意
向
に
よ
り
「
御
成
敗
」
す
る
と
し
て
、
長
政
が
そ
の
「
上
意
」
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
が
把
握
で
き
る
。「
上
意
」
に
こ
ぎ

着
け
、
幕
府
公
認
の
戒
重
左
近
将
監
の
断
罪
権
を
獲
得
し
た
こ
と
で
、
そ
れ
は
協
力
を
し
た
大
和
国
人
の
十
市
氏
へ
と
影
響
を
与
え
て
い

た
。
総
領
で
あ
っ
た
十
市
遠
忠
は
、【
史
料
一
三
】
か
ら
戒
重
左
近
将
監
の
「
御
成
敗
」
を
十
市
氏
が
協
力
し
た
こ
と
に
よ
り
「
上
庄
外

護
職
」
を
興
福
寺
側
か
ら
仰
せ
付
け
ら
れ
て
い
る）

（（
（

。
越
智
氏
も
こ
の
「
御
成
敗
」
に
つ
い
て
賛
同
し
て
お
り）

（（
（

、
そ
し
て
戒
重
左
近
将
監
は

こ
の
「
御
成
敗
」
に
よ
り
、【
史
料
一
三
】
の
約
一
ヶ
月
前
の
天
文
七
年
一
月
二
六
日
に
亡
く
な
っ
て
い
る
た
め）

（（
（

、
こ
の
「
上
庄
外
護
職
」

と
は
、
戒
重
左
近
将
監
が
差
し
押
さ
え
て
い
た
大
仏
供
上
庄
に
あ
た
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
長
政
が
「
御
成
敗
」
の
「
上
意
」
を

獲
得
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
恩
恵
を
受
け
た
大
和
国
人
も
い
た
。
興
福
寺
及
び
大
和
国
人
衆
か
ら
幕
府
の
「
上
意
」
を
獲
得
で
き
る
存

在
と
し
て
長
政
は
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
後
の
章
で
再
び
、
長
政
の
大
和
で
の
活
動
を
別
で
触
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
長
政
が

晴
元
の
被
官
と
し
て
い
る
こ
と
で
幕
府
と
の
関
わ
り
を
も
つ
こ
と
が
容
易
化
し
た
の
で
あ
る
。

一
三
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小
括

以
上
、
細
川
京
兆
家
で
の
長
政
の
活
動
を
主
に
確
認
し
た
。
そ
の
行
動
と
し
て
、
本
願
寺
と
晴
元
を
仲
介
す
る
性
格
が
見
て
取
れ
た
が
、

そ
の
延
長
上
幕
府
へ
と
関
わ
る
こ
と
が
容
易
く
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
は
そ
の
幕
府
へ
と
交
渉
で
き
る
権
限
を
大
和
へ
利
用
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
権
限
は
大
和
の
興
福
寺
や
国
人
衆
等
に
認
知
さ
れ
、
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

第
三
章　

大
和
で
の
活
動

何
故
長
政
は
大
和
へ
拠
点
を
移
し
た
の
か
を
導
入
と
し
て
少
し
触
れ
た
い
と
思
う
。
木
沢
長
政
が
大
和
へ
接
点
を
も
ち
う
る
理
由
と
し

て
、
過
去
の
畠
山
氏
の
介
入
が
考
え
ら
れ
る
。
応
仁
の
乱
以
降
畠
山
政
長
・
義
就
の
間
で
大
和
他
畿
内
に
お
い
て
激
し
い
戦
い
が
繰
り
広

げ
ら
れ
る
中
、
大
和
は
十
市
氏
や
越
智
氏
、
筒
井
氏
、
古
市
氏
な
ど
の
国
人
衆
が
抗
争
を
繰
り
広
げ
、
没
落
と
隆
盛
を
繰
り
返
し
て
い

た）
（（
（

。
そ
し
て
細
川
政
元
死
後
は
、
細
川
氏
の
内
訌
や
二
統
の
将
軍
の
抗
争
等
、
筒
井
氏
と
越
智
氏
の
対
立
が
表
面
化
し
、
大
和
は
そ
の
戦

渦
に
よ
り
深
く
巻
き
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
実
質
両
畠
山
氏
は
大
和
の
守
護
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
大
和
国
人
衆
を
包
括
し
、
戦

渦
を
大
和
へ
と
広
げ
た
結
果
、
両
畠
山
氏
の
大
和
へ
の
関
わ
り
は
深
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
内
容
に
入
り
た
い
と
思
う
。

一
信
貴
山
城
入
城
と
「
大
和
守
護
」
天
文
五
年
六
月
二
六
日
に
木
沢
長
政
は
信
貴
山
城
を
築
城
し
、
入
城
し
て
い
る
。

【
史
料
一
四
】
『
天
文
日
記
』
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
六
月
二
六
日

木
沢
方
へ
今
度
信
貴
山
之
上
ニ
城
を
こ
し
ら
へ
候
て
、
は
や
移
候
間
、
従
所
々
樽
共
行
候
條
、
遣
候
て
可
然
よ
し
、
中
坊
と
て
候
、

三
種
五
荷
遣
候
、（
後
略
）

一
四
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こ
の
よ
う
に
本
願
寺
は
信
貴
山
城
完
成
と
移
動
に
つ
い
て
祝
い
を
送
っ
て
い
る
。
信
貴
山
城
に
拠
点
に
大
和
へ
干
渉
を
す
る
が
、
木
沢

長
政
が
信
貴
山
城
を
築
城
以
前
に
も
、
そ
の
大
和
へ
の
干
渉
は
存
在
し
、「
木
沢
大
和
衆
」
と
長
政
は
木
沢
と
大
和
衆
と
が
同
じ
く
行
動

し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
た）

（（
（

。
ま
た
一
方
で
、
長
政
は
本
願
寺
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

【
史
料
一
五
】『
天
文
日
記
』
天
文
五
年
一
月
二
十
日
条

従
右（

細
川
晴
元
）

京
大
夫
返
書
到
来
、
出
雲
帰
り
候
、
木
沢
十
六
日
ニ
可
越
之
由
申
候
へ
共
、（
中
略
）
然
者
十 

八
日
昼
ほ
ど
見
参
、
則
盃
の
ま

せ
ら
れ
候
と
て
今
日
帰
候
、
又
先
日
就
柱
立
之
儀
藤
井
遣
候
、
其
も
帰
候
、
其
次
に
大
和
吉
野
上
市
下
市
還
住
之
儀
も
此
時
木
沢
へ

申
候
、
其
次
第
者
、
越
智
へ
可
有
異
見
之
由
、
従（

下
間
頼
慶
）

上
野
申
候
、
然
処
木
沢
返
事
に
ハ
、
不
及
覚
悟
候
、
大
和
之
儀
木
沢
為
守
護
間
、

木
沢
進
退
候
之
由
、
色
々
申
事
候
間
、
則
其
通
吉
野
へ
可
申
越
之
由
、
上
野
ニ
申
付
候
也
、

こ
こ
で
は
、
木
沢
長
政
と
一
八
日
の
昼
に
面
会
し
、
そ
の
ま
ま
酒
盛
り
を
し
た
こ
と
の
話
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
に
大
和

国
吉
野
・
上
市
・
下
市
に
あ
る
寺
院
の
還
住
に
つ
い
て
長
政
へ
伝
え
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
本
願
寺
側
は
越
智
氏
に
も
「
異
見
」
を
仰
ぐ

べ
き
で
あ
る
と
思
っ
た
の
で
、
下
間
頼
慶
か
ら
長
政
へ
伺
い
を
た
て
た
。
し
か
し
長
政
の
返
事
に
は
大
和
は
私
が
守
護
で
あ
り
、
私
が
決

め
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、
心
配
は
い
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
大
和
の
守
護
は
鎌
倉
期
以
降
興
福
寺
の
管
轄
と
し
て
委
ね

ら
れ
て
き
た）

（（
（

が
、
長
政
は
守
護
を
自
称
し
て
い
た
。【
史
料
一
四
】
の
信
貴
山
城
に
移
る
前
の
記
述
で
あ
る
の
で
、
天
文
年
間
に
入
る
以

前
よ
り
、
大
和
国
と
は
強
い
繋
が
り
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
そ
の
結
果
本
願
寺
側
も
長
政
の
意
見
に
則
り
、
大
和
国
の
還
住
に
つ
い
て
動
い
て
い
る
。
ま
た
前
述
で
も
触
れ
た
が
、
戒
重
左
近

将
監
の
「
御
成
敗
」
に
関
す
る
事
件
に
関
わ
っ
た
り
と
、
こ
の
よ
う
に
、
長
政
は
こ
の
よ
う
に
自
ら
を
守
護
と
自
称
す
る
程
、
大
和
に
お

い
て
影
響
力
を
強
め
よ
う
と
し
た
こ
と
が
把
握
で
き
る
。
で
は
実
質
の
活
動
と
し
て
、
長
政
は
ど
の
程
度
大
和
に
お
い
て
影
響
力
が
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
再
び
、『
天
文
日
記
』
の
記
載
に
注
目
し
た
い
と
思
う
。『
天
文
日
記
』
で
は
、
大
和
国
に
あ
る
一
向
宗
系
寺
院
の
還

一
五



102

大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集　

第
三
十
八
号

住
に
つ
い
て
の
記
載
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
一
六
】
『
天
文
日
記
』
天
文
六
年
（
一
五
三
四
）
十
月
二
日
条

本
善
寺
并
勝
林
坊
ヨ
リ
両
所
還
住
之
儀
、
越
智
方
相
調
候
、
勝
林
ハ
は
や
可
被
立
帰
由
候
、
本
善
寺
事
ハ
越
智
未
返
事
候
、
雖
然
同

可
有
還
住
由
候
、
此
旨
片
岡
申
事
、
此
噯
も
以
片
岡
ニ

（
ヲ
か
）あ

つ
か
わ
せ
た
る
よ
し
候
、
越
智
方
之
儀
ハ
調
候
間
、
木
沢
方
へ
自
此
方
以

使
還
住
事
申
候
て
、
と
の
申
さ
れ
事
候
、

右
の
記
載
に
よ
る
と
、
本
善
寺
と
勝
林
坊
は
い
ず
れ
も
吉
野
に
属
し
て
い
る
本
願
寺
の
寺
院
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
寺
院
の
還
住
は
越

智
氏
が
対
応
し
、
勝
林
坊
は
す
ぐ
に
還
住
さ
れ
た
が
、
本
善
寺
に
つ
い
て
は
未
だ
越
智
か
ら
返
事
が
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
片
岡
と
い
う

人
物
に
つ
い
て
は
詳
細
が
不
明
で
あ
る
が
、
片
岡
に
相
談
し
、
そ
の
上
で
木
沢
長
政
へ
使
者
を
遣
わ
し
て
還
住
に
つ
い
て
相
談
し
た
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
こ
の
後
も
両
寺
の
還
住
に
つ
い
て
は
続
き
、
木
沢
長
政
か
ら
還
住
に
つ
い
て
再
度
「
申
付
」
が
行
わ
れ

て
い
る）

（（
（

。
こ
の
や
り
と
り
に
は
越
智
氏
の
名
前
が
見
ら
れ
な
い
。
本
願
寺
が
こ
の
よ
う
に
措
置
し
た
の
は
、越
智
氏
が
返
事
を
出
さ
な
か
っ

た
落
ち
度
に
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
、
現
地
国
人
が
対
応
し
な
か
っ
た
場
合
、
本
願
寺
が
頼
っ
た
の
は
木
沢
長
政
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
長
政
は
自
ら
を
大
和
守
護
と
名
乗
っ
た
背
景
に
は
、
着
々
と
大
和
に
お
い
て
権
限
が
あ
る
こ
と
を
周
囲
に
認
識
さ
せ
る
よ
う
に
仕

向
け
て
い
た
。
長
政
に
頼
ら
せ
る
こ
と
で
、
在
地
国
人
を
凌
ぐ
権
限
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
本
願
寺
側
で
の
行
動

以
外
で
、
長
政
が
守
護
と
名
乗
る
由
縁
と
し
て
次
の
史
料
を
確
認
し
た
い
。

【
史
料
一
七
】
木
沢
長
政
書
状）

（（
（

為
今
後
一
揆
蜂
起

過（

マ

ヽ

）

怠
相
惣
国
中
段

一
六
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米
事
、
御
懇
望
旨

令
免
許
上
者
不
可

有
相
違
候
、
恐
々
謹
言
、

木
沢
左
京
亮

天
文
六　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
政 （
花
押
）

十
二
月
廿
七
日

法
隆
寺

年
会（

立
カ
）□

師
御
坊

右
の
史
料
に
あ
る
一
揆
蜂
起
に
つ
い
て
は
、『
天
文
日
記）

（（
（

』
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
際
に
長
政
は
、
催
促
す
る
段
米
の
免

許
を
法
隆
寺
の
希
望
に
沿
っ
て
免
許
し
て
い
た
。
史
料
中
で
意
味
や
文
字
が
取
り
に
く
い
表
現
や
書
止
文
言
で
こ
の
史
料
が
ど
の
よ
う
な

分
類
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
気
に
な
る
点
が
あ
る
が
、
長
政
は
独
自
で
こ
の
よ
う
な
段
米
の
徴
収
を
行
っ
て
い
た
。

二
　
大
和
国
人
と
の
関
わ
り

一
方
で
、
大
和
の
中
枢
で
あ
っ
た
興
福
寺
へ
も
介
入
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
も
合
わ
せ
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。

【
史
料
一
八
】
『
大
館
常
興
日
記
』
天
文
八
年
（
一
五
三
九
）
六
月
二
十
九
日
条

一
南
都
春
日
社
御
神
供
事
ニ
興
福
寺
供
目
代
申
御
下
知
事
、

一
昨
日
諏

（
諏
訪
長
俊
）

信
飯

（
飯
尾
堯
連
）

和
両
人
披
露
之
、
仍
被
成
之
、
就
其
筒
井
并
木
沢
左
京
亮
方
へ
愚
札
事
所
望  

候
由
雑
掌
ゆ
る
木
申
之
間
、
書
状

一
七
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遣
之
、
仰
之
詞
を
ハ
不
入
申
之
也
、
取
次
冨
森　

左（
信
盛
）京

亮
、 

右
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
興
福
寺
の
供
目
代
か
ら
大
和
春
日
社
の
御
神
供
の
御
下
知
に
つ
い
て
、
幕
府
奉
行
人
か
ら
披
露
が
あ
り
、
無
事

将
軍
か
ら
御
下
知
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
関
連
し
て
、
筆
者
は
将
軍
義
晴
の
内
談
衆
の
一
人
で
あ
る
常
興
か
ら
一
筆
ほ
し
い
と
長
政

と
筒
井
氏
が
興
福
寺
雑
掌
を
通
し
、
申
し
出
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
長
政
は
興
福
寺
に
対
し
何
ら
か
の
権
限
を
も
っ
て
常
興
に
書
状
の
催

促
を
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
長
政
と
同
時
に
常
興
に
対
し
書
状
を
所
望
し
た
筒
井
氏
と
協
力
関
係
に
あ
っ
た
行
動
が
見

ら
れ
る
。

【
史
料
一
九
】
『
大
館
常
興
日
記
』
天
文
九
年
（
一
五
四
〇
）
九
月
二
九
日
条

一
日（

摂
津
元
造
）

行
事
摂
豆

（
細
川
高
久
）

州

佐
（
大
館
晴
光
）

来
臨
、
摂
州
被
申
云
南
部
興
福
寺
よ
り
以
奉
行

諏
信

飯
和

両
人
言
上
、 

木
沢
左
京
亮
与
小
替
又
八
郎
令
和
与
候
て

十
市
兵（

遠

忠

）

部
少
輔
方
へ
取
懸
及
合
戦
候
、
此
段
国
中 

之
乱
社
家
寺
家
滅
法
此
事
候
、
互
申
談
之
静
謐
候
可
為
肝
要
候
段
、
被
成
下

御
下
知
者
可
畏
存
候
趣
、
申
状
如
此
伺
申
之
処
、
各
可
申
談
候
由
被
仰
出
之
云
々
、
仍
い
か
に
も
静
謐
之
段
御
下
知
無
別
儀
存
候

由
、
各
申
之
、

こ
こ
で
は
、
長
政
が
小
替
又
八
郎
と
和
与
を
し
た
こ
と
で
大
和
国
人
の
十
市
遠
忠
へ
合
戦
を
仕
掛
け
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
内
談

衆
は
そ
れ
に
つ
い
て
将
軍
義
晴
か
ら
御
下
知
を
出
し
て
も
ら
う
べ
き
か
吟
味
し
て
い
る
が
、後
日
の
記
録
で
そ
の
経
過
が
記
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
二
〇
】
『
大
館
常
興
日
記
』
天
文
九
年
一
〇
月
一
四
日
条

一
ゆ
る
木
申
候
越
智
、
木（

長
政
）左

筒
井
方
へ
之
書
状
遣
之
、
国
属
無
事
候
様
、
可
被
申
談
事
千
万
肝
要
存 

候
由
申
之
也
、
取
次
冨
左
也
、

一
八
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そ
の
後
の
経
過
で
は
、
興
福
寺
雑
掌
の
柚
留
木
氏
か
ら
越
智
氏
が
木
沢
長
政
と
筒
井
方
へ
大
和
を
荒
ら
さ
ぬ
よ
う
軍
事
行
動
を
控
え
る

よ
う
な
書
状
を
送
っ
た
様
子
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
軍
事
行
動
の
流
れ
か
ら
長
政
と
筒
井
氏
は
共
闘
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
ま

た
戒
重
氏
の
件
で
大
仏
供
上
庄
の
外
護
職
を
与
え
ら
れ
た
十
市
氏
と
何
ら
か
の
問
題
が
あ
り
敵
対
関
係
に
変
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

小
括
以
上
こ
の
章
で
は
大
和
に
お
け
る
長
政
の
行
動
を
追
っ
て
確
認
し
て
き
た
。
長
政
は
、
畠
山
氏
が
以
前
よ
り
大
和
国
人
と
密
接
し

た
関
係
を
築
い
た
こ
と
に
よ
り
、
大
和
へ
注
目
し
た
。「
大
和
守
護
」
を
自
称
し
、
信
貴
山
城
に
拠
点
を
移
す
と
、
段
米
の
免
許
や
将
軍

の
御
下
知
で
あ
る
春
日
社
の
御
神
供
に
つ
い
て
関
わ
り
を
持
ち
、
元
々
の
守
護
権
力
で
あ
る
興
福
寺
や
春
日
社
等
の
寺
社
へ
接
近
し
た
。

ま
た
大
和
国
人
と
の
関
わ
り
を
深
め
て
い
る
。
前
章
で
十
市
氏
は
長
政
の
獲
得
し
た
「
御
成
敗
」
の
権
限
よ
り
、恩
恵
を
受
け
て
い
た
が
、

【
史
料
二
〇
】の
天
文
九
年
段
階
に
な
る
と
十
市
氏
と
は
敵
対
関
係
に
あ
っ
た
。一
方
で
筒
井
氏
と
は
共
闘
関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
越
智
氏
と
も
友
好
関
係
か
は
把
握
で
き
な
い
が
、
本
願
寺
寺
院
の
還
住
の
権
限
を
長
政
が
侵
害
し
て
い
た
こ
と
や
、
越
智
氏
が
十
市

氏
と
長
政
の
間
を
取
り
も
つ
等
お
互
い
に
や
り
と
り
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
認
で
き
た
。
長
政
は
大
和
国
人
を
掌
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
も

と
よ
り
在
氏
を
傀
儡
化
し
て
押
さ
え
て
い
た
河
州
と
は
異
な
る
権
力
化
を
形
成
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

木
沢
長
政
の
活
動
動
向
を
河
内
義
就
流
畠
山
氏
・
細
川
晴
元
・
大
和
を
通
し
て
見
て
き
た
。

河
内
で
は
木
沢
氏
独
自
の
保
証
を
形
成
し
、
細
川
被
官
と
し
て
は
本
願
寺
交
渉
で
の
重
要
な
立
場
を
担
っ
た
。
さ
ら
に
は
幕
府
へ
と
繋

が
り
、
そ
の
権
限
を
利
用
し
た
長
政
は
大
和
へ
影
響
を
与
え
た
。
そ
し
て
そ
の
大
和
で
は
国
人
衆
と
の
協
力
関
係
を
基
礎
と
し
て
、
長
政

は
大
和
で
着
実
な
権
力
化
を
進
め
て
い
た
。

木
沢
長
政
は
そ
の
動
向
か
ら
晴
元
被
官
ま
た
は
畠
山
氏
被
官
と
い
う
立
場
よ
り
も
、
む
し
ろ
二
つ
の
枠
を
飛
び
出
し
た
第
三
の
勢
力
立

一
九
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場
と
し
て
活
動
を
し
よ
う
と
す
る
目
的
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
後
長
政
が
亡
く
な
っ
た
後
、
三
好
氏
が
河
内
で
実
権
を
握
っ
た

政
長
流
畠
山
氏
（
遊
佐
長
教
）
を
味
方
に
取
り
入
れ
、
大
和
に
対
し
て
松
永
久
秀
を
信
貴
山
城
・
多
聞
山
城
に
配
置
・
支
配
を
す
る
こ
と

か
ら
、
長
政
の
築
い
た
方
法
を
踏
襲
し
た
。
そ
れ
は
三
好
氏
の
権
力
基
盤
の
一
部
へ
と
繋
が
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
今
回
は
詳
細
に

触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
木
沢
長
政
死
後
の
影
響
す
る
三
好
氏
の
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註
（1）
天
野
忠
幸
氏
「
結
論
と
展
望
」（『
戦
国
期
三
好
政
権
の
研
究
』
所
収
、
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）。

（2）
「
畠
山
系
図
」「
両
畠
山
略
系
図
」（『
続
群
書
類
従
』
第
五
輯
上
系
図
部
所
収
）
及
び
弓
倉
弘
年
氏
「
管
領
家
畠
山
氏
」
系
図
（『
中

世
後
期
畿
内
近
国
守
護
の
研
究
』
所
収
、
二
〇
〇
六
年
、
清
文
堂
出
版
）
参
考
の
元
、
簡
易
作
成
。

（3）
『
細
川
両
家
記
』
享
禄
五
年
（
一
五
三
二
）
六
月
一
五
日
条
。

（4）
弓
倉
弘
年
氏
「
戦
国
期
河
内
畠
山
氏
の
動
向
」 （『
国
學
院
雑
誌
』
八
三
号
、
一
九
八
二
年
、
国
学
院
大
学
出
版
部
）
及
び
「
戦
国
期

義
就
流
畠
山
氏
の
動
向
」（『
中
世
後
期
畿
内
近
国
守
護
の
研
究
』
所
収
、
二
〇
〇
六
年
、
清
文
堂
出
版
）。

（5）
小
谷
利
明
氏
「
戦
国
期
の
河
内
国
守
護
と
一
向
一
揆
勢
力
」 （『
畿
内
戦
国
期
守
護
と
地
域
社
会
』
所
収
、
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
三

年 

）。

（6）
天
野
忠
幸
氏
「
摂
津
に
お
け
る
地
域
形
成
と
細
川
京
兆
家
」（『
戦
国
期
三
好
政
権
の
研
究
』
所
収
、
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）。

二
〇

【
義
就
流
】

（
義
堯
）

満
家

持
国

義
就

基
家

義
英

義
宣

【
政
長
流
】

在
氏

持
富

政
久

政
長

尚
順

稙
長
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（7）
矢
田
俊
文
氏
「
戦
国
期
河
内
国
畠
山
氏
の
文
書
発
給
と
銭
」 （『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
三
一
号
、
大
阪
歴
史
学
会
、
一
九
九
一
年
）。

（8）
遊
佐
順
盛
に
関
す
る
史
料
は
、永
正
元
年
（
一
五
〇
四
）
七
月
一
八
日
付
「
遊
佐
就
盛
折
紙
写
」 （『
観
心
寺
文
書
』、『
大
日
本
古
文
書
』

家
分
け
六 

）
五
八
二
号
、
木
沢
長
政
に
関
わ
る
史
料
は
文
中
の
【
史
料
四
】、
後
註

（11）
に
該
当
す
る
。

（9）
室
町
時
代
紀
伊
国
守
護
・
守
護
代
等
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」（『
和
歌
山
県
史
研
究
』
一
七
号
、
一
九
九
〇
）
後
に
「
紀
伊
守
護
家

畠
山
氏
の
支
配
体
制
」『
中
世
後
期
畿
内
近
国
守
護
の
研
究
』
所
収
、
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）。

（10）
『
醍
醐
寺
文
書
』（『
大
日
本
古
文
書
』
家
分
け
第
一
九
）
一
四
四
号
。

（11）
『
葛
原
家
文
書
』（『
和
歌
山
県
史
』
中
世
史
料
一
所
収
）
八
三
号
。

（12）
『
天
文
日
記
』
天
文
七
年
（
一
五
三
八
）
七
月
四
日
条
。

（13）
今
谷
明
氏
「
室
町
時
代
の
河
内
守
護
」（『
守
護
領
国
支
配
機
構
の
研
究
』
所
収
、法
政
大
学
出
版
局
、一
九
八
六
年
）『
藤
井
寺
市
史
』

第
一
巻
（
今
谷
氏
執
筆
分
、
藤
井
寺
市
史
編
さ
ん
委
員
会
、
一
九
九
七
年
）。

（14）
弓
倉
弘
年
氏
「
天
文
年
間
河
内
半
国
体
制
考
」（『
中
世
後
期
畿
内
近
国
守
護
の
研
究
』
所
収
、
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）。

（15）
『
観
心
寺
文
書
』（『
大
日
本
古
文
書
』
家
分
け
第
六
）
三
八
〇
号
。

（16）
『
天
文
日
記
』
天
文
七
年
一
一
月
二
五
日
条
に
は
、
長
政
の
与
力
衆
と
し
て
「
窪
田
へ
、
三
種
五
荷
」
樽
が
送
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
。

（17）
『
観
心
寺
文
書
』（『
大
日
本
古
文
書
』
家
分
け
第
六
）
二
二
七
号
。

（18）
『
金
剛
寺
文
書
』 （『
大
日
本
古
文
書
』
家
分
け
第
七 

）
二
五
四
号
。

（19）
『
観
心
寺
文
書
』（『
大
日
本
古
文
書
』
家
分
け
第
六
）
二
三
五
号
。

（20）
『
天
文
日
記
』
天
文
九
年
（
一
五
四
〇
）
七
月
八
日
条
。

（21）
前
註

（6）
の
「
遊
佐
就
盛
奉
書
」
に
該
当
す
る
。

二
一
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大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集　

第
三
十
八
号

（22）
小
谷
利
明
氏
「
戦
国
期
の
守
護
家
と
守
護
代
家 

―
―
河
内
守
護
畠
山
氏
の
支
配
構
造
の
変
化
に
つ
い
て
―
―
」（『
研
究
紀
要
』
三
号
、

八
尾
市
民
俗
資
料
館
、
一
九
九
二
年
）
後
に
「
戦
国
期
の
守
護
権
力 

―
―
判
物
発
給
者
―
―
」（『
畿
内
戦
国
期
守
護
と
地
域
社
会
』

所
収
、
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）。

（23）
天
文
六
年
（
一
五
三
七
）
一
一
月
一
三
日
付
「
畠
山
在
氏
安
堵
状
」（『
観
心
寺
文
書
』、『
大
日
本
古
文
書
』
家
分
け
第
六
）
二
三
四
号
。

（24）
『
言
継
卿
記
』
享
禄
五
年
（
一
五
三
二
）
六
月
二
〇
日
条
。

（25）
『
私
心
記
』
天
文
元
年
（
一
五
三
二
）
八
月
二
三
・
二
四
日
条
。

（26）
『
細
川
両
家
記
』
天
文
二
年
（
一
五
三
三
）
五
月
二
〇
日
条
。

（27）
石
田
晴
男
氏
「
両
山
中
氏
と
甲
賀
「
郡
中
惣
」」（『
史
学
雑
誌
』
九
五
号
、
公
益
財
団
法
人
史
学
会
、
一
九
八
六
年
）。

（28）
天
文
三
年
（
一
五
三
三
）
七
月
二
一
日
付
「
日
初
軒
書
状
」（『
内
閣
文
庫
蔵
曇
花
院
殿
古
文
書
』）
等
。

（29）
『
春
日
神
社
文
書
』（
春
日
神
社
社
務
所
編
纂
、
一
九
二
八
年
）
一
五
二
号
。

（30）
『
大
館
常
興
日
記
』
第
三
巻
「
天
文
十
年
十
月
記
裏
書
」
所
収
、
年
月
日
未
詳
「
某
書
状
」（『
続
史
料
大
成
』
第
一
七
巻

二
一
二
・
二
一
三
頁
、
臨
川
書
店
、
一
九
六
七
年
）。

（31）
天
文
七
年
二
月
二
九
日
付
「
十
市
遠
忠
披
露
状
」（『
春
日
神
社
文
書
』
一
八
三
号
）。

（32）
天
文
六
年
二
月
七
日
付
「
越
智
家
頼
披
露
状
」（『
春
日
神
社
文
書
』
一
六
九
号
）
に
よ
る
と
、
一
方
で
越
智
氏
の
惣
領
で
あ
る
家
頼

も
こ
の
「
御
成
敗
」
に
同
意
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（33）
『
親
俊
日
記
』
天
文
七
年
一
月
二
六
日
条
。

（34）
応
仁
の
乱
以
後
の
畠
山
氏
及
び
大
和
国
人
の
抗
争
に
関
し
て
は
、
朝
倉
弘
氏
「
応
仁
の
乱
に
お
け
る
大
和
国
人
衆
の
動
向
」「
戦
国

争
乱
（
一
） 

―
―
越
智
・
筒
井
両
党
の
抗
争
―
―
」「
戦
国
争
乱
（
二
） 
―
―
京
衆
等
の
大
和
侵
入
と
大
和
国
人
一
揆
」（『
奈
良
市
史
』

一
一
大
和
武
士
所
収
、
名
著
出
版
、
一
九
九
三
年
）
に
詳
し
い
。

（35）
『
二
条
寺
主
家
記
抜
萃
』
天
文
二
年
（
一
五
三
三
）
九
月
十
二
日
条
。

二
二
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（36）
『
国
史
大
辞
典
』「
大
和
国
」「
興
福
寺
」 （
永
島
福
太
郎
氏
著 

）
及
び
「
守
護
」 （
福
田
豊
彦
氏
著 

）
の
項
、特
に
「
興
福
寺
」
の
項
で
は
、

室
町
幕
府
の
成
立
で
守
護
職
（
大
乗
院
・
一
乗
院
の
両
門
跡
が
分
掌
）、
ま
た
「
大
和
国
」
の
項
で
は
、
将
軍
足
利
義
教
の
時
期
に

筒
井
某
は
将
軍
家
扶
持
人
と
な
っ
た
。
筒
井
氏
は
当
時
、
興
福
寺
官
符
衆
徒
団
（
衆
中
）
の
棟
梁
に
任
ぜ
ら
れ
、
奈
良
代
官
兼
大
和

守
護
代
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
言
及
し
て
い
る
。

（37）
『
天
文
日
記
』
天
文
六
年
（
一
五
三
七
）
十
月
七
・
二
三
日
条
。

（38）
『
法
隆
寺
文
書
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
写
本
）。

（39）
『
天
文
日
記
』
天
文
六
年
一
二
月
十
五
日
条
。

二
三




